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研究成果の概要（和文）：本研究では、高齢者虐待防止施策の日韓比較、高齢者虐待対応の全国データの日韓比較、政
令市における虐待対応評価データの分析、日韓両国での高齢者虐待に対する意識調査等を行った。
　日本においては地域包括支援センターを中心とした総合相談力が高いこと、韓国においては虐待対応に特化した老人
保護機関があるなどそれぞれに優れた点があった。そこで、両国の虐待対応におけるより望ましいあり方として,基礎
自治体レベルつまり高齢者の総合相談機関での虐待対応能力を高め、地域全体の力を活用しつつ,虐待相談に特化した
より高度な専門性を持った機関を広域自治体レベルに置く,日本と韓国のシステムを融合し発展させた形を提案した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we compared policies for preventing elder abuse in South Korea and 
Japan, compared countrywide data pertaining to elder abuse in South Korea and Japan, analyzed evaluation 
data pertaining to elder abuse in government ordinance cities, and performed an attitude survey regarding 
elder abuse in South Korea and Japan.
　We found good points in each country: in Japan, comprehensive support centers are well equipped to 
provide general consultation, and South Korea has established the Korean Elder Protection Agency, which 
is focused on elder abuse. Based on these findings, we suggest that systems to prevent elder abuse in 
Japan and South Korea should be unified to facilitate further operational development: municipal 
operations should be enhanced to enable comprehensive support to be provided to the abused elderly and an 
agency focused on elder abuse, operational in all provinces, and able to use all community networks 
available should be established.

研究分野： 高齢者福祉
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１．研究開始当初の背景 
高齢者虐待を「家庭内暴力」のひとつの領

域と捉え専門的広域的な仕組みで虐待に対
応している韓国と，「介護課題」への対応を
中心に市町村(基礎自治体)を核とし生活圏域
ごとに設置された包括的相談機関が虐待に
対応する日本の，両国の仕組みを比較検討す
るところに本研究の特徴がある．中でも高齢
者虐待に対して刑事的な処罰のある韓国で
の対応が，機能しているのかどうかというこ
とは，重要な点である．強弱の差はあるにせ
よ司法介入による強制的な対応を行うべき
かどうかは，養護者支援の理念に関わる重い
課題である．法律が異なる日本と韓国におい
て，現場レベルでの対応が実際的にどの程度
異なりを見せるのか，比較することは意義が
あると考えられる．また，韓国では広域自治
体，日本では基礎自治体が虐待対応の中心的
な役割を担っているが，両者の役割がどのよ
うにあるべきか，日韓両国の具体例から，あ
る程度導き出されるだろう． 

 
２．研究の目的 
日本および韓国では，急激な高齢化が進展

しており，その対策が急がれている．高齢化
対策の中でも，高齢者虐待への対応は優先度
の高い課題である．高齢者虐待の傾向につい
て，息子からの虐待の占める割合が高いなど
日韓両国には類似点がみられる．そこで，日
韓両国における高齢者虐待防止施策につい
て，その背景となる社会的・文化的文脈を含
め比較検証を行い，日韓両国それぞれに有効
と考えられる高齢者虐待対策をまとめる． 
 
３．研究の方法 
(１)高齢者虐待防止施策の日韓比較 
日韓における高齢者虐待防止施策をレビ

ューした．具体的には，①老人福祉法（日本・
韓国），②介護保険制度・老人長期療養保険
制度，③高齢者虐待防止法・家庭内暴力犯罪
の処罰などに関する特例法に焦点をあて比
較を行った．また，韓国の老人保護機関を視
察し高齢者虐待対応の現状について聞き取
りを行うと共に，共同で高齢者虐待対応セミ
ナーを開催した．  
 
（２）高齢者虐待対応の全国データの分析 
韓国と日本の高齢者虐待における通報事

例の統計的データを比較した．韓国のデータ
は老人虐待報告書(保健福祉部・中央老人保
護専門機関 2006～2011)を，日本のデータは
高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律に基づく対応状況等に
関する調査結果(厚生労働省 2006～2010)を
用いた． 
 
（３）政令指定都市における虐待対応評価 
自治体および地域包括支援センターにお

ける継続した虐待対応の実践について担当
者と意見交換を行うと共に，匿名化された高

齢者虐待の相談通報事例のデータを分析し，
自治体における虐待事例の現状と対応状況
を明らかにした． 
 
(４)日韓両国での高齢者虐待の意識調査 
日韓両国の高齢者虐待防止施策の背景と

なる社会的・文化的な文脈や高齢者虐待につ
いての意識を明らかにするため日韓両国で
質問紙調査を行った． 
調査期間は 2014 年 8 月～12 月とした．調

査対象は，高齢者虐待に直面する可能性のあ
るケアに関する専門職（施設，在宅）で，調
査サンプルは日本 701・韓国 627 であった．
過去の調査を参考に「高齢者虐待についての
意識」に関する指標を作成し予備調査を行っ
たうえで調査を実施した．「家系意識」「家族
の扶養」「高齢者のイメージ」などをキーワ
ードとし，高齢者虐待についての意識との関
連性を調べるとともに，日韓の意識の比較を
行った． 
 
４．研究成果 
（１） 高齢者虐待防止施策の日韓比較 
高齢者虐待防止施策について韓国と日本

を比較した上で,両国の虐待防止体制を強化
するための方策を考察し,より望ましい虐待
防止体制の提案を行った． 
両国の高齢者虐待防止施策のレビューか

ら明らかになったのは主に以下の３点であ
る．①韓国においては中央老人専門保護機関
を設置し国の役割をより明確にすると共に，
全国的な虐待事例のデータ分析からプログ
ラム開発につながるＰＤＣＡサイクルを組
み込んでいた．②韓国では広域自治体，日本
では基礎自治体の単位で虐待防止体制が組
まれていた．③韓国では高齢者虐待に特化し
た専門相談機関が，日本では地域の包括的な
総合相談機関が高齢者虐待に対応していた． 
 韓国の高齢化率は日本に比べまだ低く，コ
ミュニティベースでの在宅サービスはこれ
から発展していく余地があり，基礎自治体レ
ベルで高齢者に関する「一般相談」に対応で
きる機関の設置,並びに専門家の育成が急務
であった．一方，日本においては虐待相談に
特化した機関が無く，相談機関が分散化され
ており，法律問題や精神保健対応を含むより
専門的な虐待事例への対応力を強化させる
必要が認められた． 
当初，研究の目的としていた司法との関わ

りであるが，韓国の老人保護機関の職員を対
象に，虐待対応の現状について聞き取りを行
ったところ，韓国では高齢者虐待に対して刑
事的な処罰が定められているが，被害者の告
訴がなければ公訴できず，刑事的な処罰の対
象となることは稀であることがわかった．こ
の面において，日本の状況と差は認められな
かった． 
今後の日韓両国の虐待対応における望ま

しいあり方として,基礎自治体レベルつまり
総合相談機関での虐待対応能力を高め，地域



全体の力を活用しつつ,虐待相談に特化した
より高度な専門性を持った機関を広域自治
体レベルに置く,韓国と日本のシステムを融
合し発展させた形が提案できる． 
なお，日韓両国の高齢者虐待防止施策の流

れについては，年表 1日韓の高齢者虐待防止
関連法，年表 2日韓の高齢者虐待防止関連事
業を参照されたい． 
 
年表 1-1 日韓の高齢者虐待防止関連法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
年表 1-2 日韓の高齢者虐待防止関連事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(２)高齢者虐待対応の全国データの分析 
 韓国と日本の高齢者虐待における通報事
例の統計的データを比較した． 
2011 年度１年間に相談通報受理機関が通

報を受理し虐待だと判断した件数は，韓国が
3,441 件，日本が 16,599 件，高齢者人口１万
人あたりに換算すると韓国は 6.2 件，日本は
5.6 件であった． 
虐待の種別を見ると，両国共に身体的虐待

と心理的虐待が多く,被虐待者の性別は女性
が７割を占めた．また，虐待者は息子が多く，
韓国では虐待事例の 55％，日本では 41％を
占めた．相談通報者は，韓国では被虐待老人
が最も多く虐待相談の28％，次に親戚21％，
通報義務者（老人福祉施設従事者，社会福祉
担当公務員など）21％を占めた．日本では，
介護支援専門員・介護保険事業所職員が 42％，
家族親族が 12％，被虐待高齢者 11％であっ
た． 
 
(３) 政令指定都市における虐待対応評価 
政令指定都市Ａに 2011 年 4 月～2012 年 3

月に寄せられた相談通報164事例の全事例評
価データの分析を行い，以下のことを明らか
にした． 
虐待対応の初期評価会議で相談通報され

た事例のうち，虐待が有るとされたのは 74％,
虐待が有るかどうか判断がつかなかったの
は 20％,虐待が無いと判断されたのは 6％で
あった．虐待が無いと判断された事例を除く
147 事例について分析を行った． 
 虐待の現状は，身体的虐待 52%,心理的虐待
31%,経済的虐待 17%,介護放棄 21%,性的虐待
1%であった．被虐待高齢者の属性は,女が 73%,
男が 27%,要介護度は,自立・未申請が 27%,支
援は7%,介1～2は34%,介3以上28%であった．
経済状況については,生活保護世帯が 12%,保
護以外の低所得世帯が 27%を占めた．息子に
よる虐待が37%を占め,その 22%において虐待
の第１要因は無職（失業）であった． 
 事例の終結状況であるが，年度末評価時に
おいて分析した147事例の内,54%が終結して
いた．終結80事例の内訳は,在宅で安定が51%,
施設入所が 33%であった．虐待かどうかの判
断がつかなかった 25事例についても 12事例
の状況が改善し終結し,13 事例の対応が継続
された．虐待の確証が得られず,虐待がある
かどうか判断がつかない事例についても,虐
待に準じた対応をとる必要があった． 
これまで虐待の要因として介護負担等が

指摘されてきたが,虐待事例に生活保護や低
所得世帯が多く含まれることが新たに明ら
かとなり，所得補償や経済的な自立の支援の
必要性が認められた． 
 
(４)日韓両国での高齢者虐待の意識調査 
 日韓両国のケアに関する専門職の高齢者
虐待に関する意識を明らかにした．結果の概
要は下記の通りである． 
 
Ａ．回答者の基本属性 
韓国；性別は，女性 90％，男性 7％，無回

答 3％であった．年齢は，39 歳以下が 6％，
40～59歳が 74％，60歳以上が 20％であった．
所属は，施設が 50％，在宅が 50％で あっ
た． 
日本；性別は，女性 81％，男性 19％であ

った．年齢は，39 歳以下が 35％，40～59 歳
が 47％，60 歳以上が 18％であった．所属は，
施設が 45％，在宅が 55％であった． 
 
Ｂ．高齢者虐待の相談通報の意識(表 4-1) 
 両国を比較すると「利用者」「親友」が虐
待を受けている場合には，日本の方が公的な
機関に連絡し相談すると答えた割合が高か
った．しかし，高齢になった自分自身が虐待
を受けた場合，公的な機関に連絡し相談する
と答えた割合は日本が韓国に比べ低かった． 
 
 
 
 



表 4-1 虐待の相談通報の意識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※平均値とは「1 相談することは全くない，２おそらく

相談しない，３迷うが，相談する，４迷わず相談する」

と回答した平均値 

＊＊＊ｐ＜0.001，＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ<0.05 

 
Ｃ．高齢者虐待に対する社会的介入への積極
性（表 4-2） 
身体的な虐待，介護放棄，経済的虐待，心

理的虐待，性的虐待，いずれの虐待に対して
も，「公的な機関が介入・支援すべき必要性
が高い」と回答する割合が韓国より日本で高
かった． 
 

表 4-2 虐待に対する社会的介入への積極性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平均値とは「１公的な機関が介入・支援する必要はない，

２公的な機関が介入・支援する必要性は少ない，３公的

な機関が介入・支援すべき必要性がある，４公的な機関

が介入・支援すべき必要性が高い」と回答した平均値 

＊＊＊ｐ＜0.001，＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ<0.05 

 
Ｄ．家族意識 
 家族意識については14項目の調査を行い，
因子分析を行った上で，３つのカテゴリー
「扶養」「凝集性」「家系」を構成した． 
扶養意識は，日本より韓国が高かった．特

に，「子どもはどんなことをしてでも親を養
うものだ．」という項目について差が大きか
った． 
家族の凝集性については，韓国より日本の

意識が高かった．特に，「家族以外の他の人
に，迷惑はかけたくない．」において，差が
あった． 
家系の意識については，日本より韓国の意

識が高かった．特に，「先祖から受け継いだ
「家(系)」を守り続けたい．」において，差
があった． 

表 4-2 家族意識・扶養 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※平均値とは「１そう思わない，２あまりそう思わない，

３ややそう思う，４そう思う」と回答した平均値 

＊＊＊ｐ＜0.001，＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ<0.05 

  
 
表 4-3 家族意識・凝集性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※平均値とは「１そう思わない，２あまりそう思わない，

３ややそう思う，４そう思う」と回答した平均値 

＊＊＊ｐ＜0.001，＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ<0.05 

 
 
表 4-4 家族意識・家系 
 
 
 
 
 
 

 
※平均値とは「１そう思わない，２あまりそう思わない，

３ややそう思う，４そう思う」と回答した平均値 

＊＊＊ｐ＜0.001，＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ<0.05 

 
 
Ｅ．相談通報の意識と家族意識の相関 
 家族意識の「扶養」「凝集性」「家系」のう
ち，「家系」については「相談通報の意識」
と正の相関が見られた．つまり，家系意識が
高いと虐待の相談通報を行うという結果で
あった． 
 
 
 
 



表 4-5 相談通報の意識と家族意識の相関 
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